
資料３ 

  福祉医療事務電算共同処理業務の流れ 
 

 

宇部市                       連合会 

  

 

   
 連合会へ提供する 

  デ－タ作成 

      前月分の資格確認委託デ－タ伝送（毎月１０日まで）    医療機関からの 
                                    請求内容と突合 

 

 

 
  

        

請求書の仕分け 前々月分の福祉医療費の請求（毎月７日まで） 資格エラ－を 

  （各制度別）     前々月分の 資格確認エラ－リスト（紙デ－タ）   含んだ内容で 

  （受給者番号順）                                                     請求書作成 

   請求金額の確認 

 

  

 前々月分の福祉医療費の支払（毎月１８日まで）  医療機関に 

 毎月２０日 

 又は２５日に 

資格審査 支払 

重複請求審査  

（連合会に 

資格確認処理 

業務委託の場合 

作業なし）                  

                                      

  エラ－リスト分を 

医療機関へ確認 

   返戻請求依頼 

             過誤（返戻）があれば報告（毎月２０日頃まで） 

 過誤調整 


